
��������	
�������������������������������������	
	�����	�	���

○
誰
で
も
な
れ
る
の
？

　
　

歳
以
下
で
、
社
会
福
祉
に

７０
関
心
が
あ
り
、
地
域
の
実
情
を

知
っ
て
い
る
方
、
地
域
住
民
の

生
活
相
談
に
応
じ
ら
れ
る
方
が

適
任
で
す
。

○
民
生
委
員
児
童
委
員
と
は
？

　

民
生
委
員
法
に
よ
り
、
民
生

委
員
児
童
委
員
は
、
地
域
福
祉

の
向
上
の
た
め
に
厚
生
労
働
大

臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
す
が
、
み

な
さ
ん
と
同
じ
住
民
の
一
人
で

あ
り
、
活
動
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
す
。

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な

ど
に
対
す
る
援
護
活
動
や
相

談
・
助
言
活
動
な
ど
、
私
た
ち

の
地
域
を
暮
ら
し
や
す
い
も
の

に
す
る
た
め
に
、
様
々
な
活
動

を
行
っ
た
り
、
暮
ら
し
に
関
す

る
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

○
ど
ん
な
仕
事
を
す
る
の
？

　

民
生
委
員
児
童
委
員
活
動
の

基
本
に
は
、
７
つ
の
は
た
ら
き

が
あ
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
担
当
区
域
内

の
住
民
の
実
態
や
福
祉
需
要
を

日
常
的
に
把
握
す
る
「
社
会
調

査
の
は
た
ら
き
」、
地
域
住
民

が
か
か
え
る
問
題
に
つ
い
て
、

相
手
の
立
場
に
立
っ
て
親
身
に

な
っ
て
相
談
に
の
る
「
相
談
の

は
た
ら
き
」、
社
会
福
祉
の
制

度
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
そ

の
内
容
や
情
報
を
住
民
に
的
確

に
提
供
す
る
「
情
報
提
供
の
は

た
ら
き
」、
個
々
の
住
民
が
福

祉
需
要
に
応
じ
た
適
切
な
サ
ー

ビ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
関
係

行
政
機
関
・
施
設
・
団
体
な
ど

に
連
絡
し
、
必
要
な
対
応
を
促

す
パ
イ
プ
役
を
つ
と
め
る
「
連

絡
通
報
の
は
た
ら
き
」、
住
民

の
福
祉
需
要
に
対
応
し
、
適
切

な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
図
ら
れ

る
よ
う
に
支
援
す
る
「
調
整
の

は
た
ら
き
」、
自
ら
住
民
の
求

め
る
生
活
支
援
を
行
い
、
支
援

体
制
を
つ
く
っ
て
い
く
「
生
活

支
援
の
は
た
ら
き
」、
活
動
を

通
じ
て
得
た
問
題
点
や
改
善
策

に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
、
必
要

に
応
じ
て
民
児
協
を
通
し
て
関

係
機
関
な
ど
に
意
見
を
提
起
す

る
「
意
見
具
申
の
は
た
ら
き
」

で
す
。

○
相
談
し
て
も
大
丈
夫
？

　

民
生
委
員
児
童
委
員
に
は
守

秘
義
務
が
あ
り
ま
す
の
で
、
相

談
内
容
や
個
人
の
秘
密
が
、
決

し
て
外
へ
漏
れ
る
心
配
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
安
心
し
て
相
談

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
相
談
し
た
い
と
き
は
？

　

左
記
の
お
問
い
合
わ
せ
先
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

民
生
委
員
児
童
委
員
に
応
募
し

た
い
方
も
左
記
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

福
祉
政
策
課

�
８
６
２
―
９
０
０
２

那
覇
市
民
生
委
員
児
童
委
員

連
合
会

�
８
５
８
―
５
１
６
６

【
日
時
・
会
場
】

　

日
時
、
会
場
お
よ
び
司
会
進

行
は
、
参
加
希
望
者
に
設
定
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
日
時
に
つ

い
て
は
、
第
１
か
ら
第
３
希
望

の
日
時
を
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
会
場
は
、
公
共
施
設
、
集

会
場
、
会
議
室
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
対
話
は
、
２
時
間
程
度

で
す
。
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
意
見

交
換
を
行
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
昨
年
、
仲
井
真
中

学
校
で
行
わ
れ
た
「
跳
び
だ

せ
！
市
長
室
」
で
は
、
同
校
を

良
く
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る

「
あ
い
さ
つ
運
動
」
や
「
い
じ
め

を
無
く
す
運
動
」
な
ど
に
つ
い

て
の
発
表
や
市
長
と
の
意
見
交

換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

【
申
込
期
間
】

平
成　

年
５
月
７
日（
水
）〜

２０

平
成　

年
６
月　

日（
月
）

２０

３０

　

市
で
は
、子
ど
も
、高
齢
者
、障
が
い
者
、だ
れ
も

が
住
み
や
す
い
安
全
な
那
覇
市
を
目
指
し
、地
域

の
み
な
さ
ま
の
相
談
・
支
援
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア「
民
生

委
員
・
児
童
委
員
」を
募
集
し
て
い
ま
す
。
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市長とゆんたくしませんか？
跳びだせ！市長室参加グループ募集

　
「
跳
び
だ
せ
！
市
長
室
」
は
、
市
長
が
、
市
内

で
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の

集
会
の
場
に
出
向
き
、「
那
覇
市
の
未
来
像
や

市
政
へ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
」「
市
政
全
般
」「
日
頃

の
活
動
」「
日
常
生
活
」
な
ど
に
つ
い
て
、
気
軽

に
語
り
合
い
、
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
市
民
の
み
な
さ
ま
と
市
長
が
直
接

対
話
を
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
市
政

に
対
す
る
市
民
の
み
な
さ
ま
の
意
識
、
意
見
、

提
案
な
ど
を
把
握
し
市
政
へ
の
反
映
に
務
め
る

と
と
も
に
、
市
民
の
み
な
さ
ま
の
市
政
参
加
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
毎
年
行
っ
て
い
ま
す
。

【
申
し
込
み
方
法
】

　

市
内
に
在
住
、
在
勤
、
在
学
し
て
い
る
方
で

構
成
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
で
、　

人
〜　

人
前
後
。

１０

２０

そ
れ
以
上
の
参
加
希
望
者
が
い
る
場
合
は
、
市

民
協
働
推
進
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
申
込
方
法
】

申
込
書
を
市
民
協
働
推
進
課
へ

提
出
（
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）

＊
申
込
書
は
市
民
協
働
推
進
課

に
あ
り
ま
す
。

　【
申
込
先
】

〒
９
０
０
―
８
５
８
５

那
覇
市
役
所
市
民
協
働
推
進
課

　
お
問
い
合
わ
せ

市
民
協
働
推
進
課

�
８
６
２
―
９
９
５
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
８
６
１
―
３
７
６
９

　

市
で
は
、
市
民
参
加
の
市
政
運
営

を
推
進
す
る
た
め
、
市
民
の
意
見
や

提
案
を
把
握
し
、
市
民
の
意
思
が
市

政
に
的
確
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
平

成　

年
度
よ
り
「
跳
び
だ
せ
！　
市
長

１６
室
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

○主な窓口の変更は下記のとおりです。 

備　　　　考
新

（平成２０年度）
旧 

（平成１９年度）
業 務 名

　多重債務問題等消費生活相談を含め
た市民生活の相談窓口として市民生活
相談室を設置しました。
　場所は本庁１階です。

市民協働推進課
（市民生活相談室）

労働農水課
消費生活
相談業務

　介護保険の受付・申請業務等を本庁
６階、小禄支所２階、新都心銘苅庁舎
３階で行います。

※窓口の一部変更地域包括
支援セン
ター業務 本庁６階

本庁１階
プレハブ

� ������������������������

【その他】

　那覇市立病院を地方独立行政法人として設立しました。那覇市立病院

○主な組織改正は下記のとおりです。
【部の組織改正】

備　　　　　　　考
新

（平成２０年度）
旧

（平成１９年度）

　管理部門の執行体制の効率化を図ることを目的
として、経営企画部と財務部を統合し企画財務部
としました。

企画財務部
経営企画部

財務部

【課（室）の組織改正】

備　　　　考
新

（平成２０年度）
旧 

（平成１９年度）
業 務 名

　従来の国・保業務に加え、後期高
齢者医療制度に伴う高齢医療に関す
る業務を行います。

国保・
後期高齢医療課

国民健康保険課
健康福祉部
健康保険局

　特定健康診査及び特定保健指導に
関する業務等を行います。

特定健診課
医療制度改革
推進課

　新庁舎の建設に関する業務を行い
ます。

新庁舎建設室
新庁舎建設
準備室

総務部

　企画財務部の経営企画室内に「な
は未来グループ」を設置しました。

　なは未来室企画財務部
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「
跳
び
だ
せ
！
市
長
室
」
で
仲
井
真
中
の

生
徒
た
ち
と
意
見
を
交
わ
す
翁
長
市
長

一
日
民
生
委
員
児
童
委
員
と
し
て
市
民

の
お
宅
を
訪
問
し
た
与
儀
弘
子
副
市
長


